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          しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校より 

          できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び 

          申し上げます。 

           まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い 

          ただきたくお願いいたします。 

               福島町議会議長 平 野 隆 雄 

 

 

 

 

 

 



        目      次 

         平成２３年７月２７日（水曜日）第１号 

○議 事 日 程 …………………………………………………………………………………   １頁 

○会議に付した事件 …………………………………………………………………………………   １頁 

○出 席 議 員 …………………………………………………………………………………   １頁 

○欠 席 議 員 …………………………………………………………………………………   １頁 

○出 席 説 明 員 …………………………………………………………………………………   １頁 

○職務のため議場に出席した議会事務局職員 ……………………………………………………   １頁 

○開会・開議宣告 …………………………………………………………………………………   ３頁 

○福島町長職務代理者福島町副町長あいさつ ……………………………………………………   ３頁 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………   ３頁 

○日程第２ 諸般の報告 ……………………………………………………………………………   ３頁 

○日程第３ 報告第３号 監査委員の監査の結果に関する報告について ……………………   ４頁 

○休 会 宣 告 ……………………………………………………………………………………   ７頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提出案件及び議決結果表 

議案番号 件                     名 議決月日 議決結果 

報告 

３ 
監査委員の監査の結果に関する報告について 7月27日 報告済 

 



 － 1 － 

 

平成２３年度 

福島町議会定例会７月第２回会議 

平成２３年７月２７日（水曜日）第１号 

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  報告第３号 監査委員の監査の結果に関する報告について 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議に付した事件 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  報告第３号 監査委員の監査の結果に関する報告について 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（１１名） 

 議 長 １２番  平 野 隆 雄     副議長 １１番  金 沢 秀 一 

      １番  熊 野 茂 夫          ２番  川 村 明 雄 

      ４番  木 村   隆          ５番  加 藤 雅 行 

      ６番  杉 村 志 朗          ７番  佐 藤 孝 男 

      ８番  藤 山   大          ９番  花 田   勇 

     １０番  滝 川 明 子 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（１名） 

      ３番  新 山 大 吉 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席説明員 

 福島町長職務代理者福島町副町長  竹 下 泰 弘      総務課長兼総務グループ参事  川 岸   勤 

 総務課企画グループ参事  鳴 海 清 春      財務課長兼財務グループ参事兼税務グループ参事  本庄屋   誠 

 会 計 管 理 者  谷 藤   悟      町民課長兼福祉グループ参事  盛 川   哲 

 町民課住民グループ参事  澤 田 勝 男      産業課長兼水産グループ参事  三 鹿 菊 夫 

 産業課農林グループ参事  工 藤 昭 一      産業課商工グループ参事  近 藤 勝 弘 

 建設課長兼建設グループ参事兼水道グループ参事  横 内 俊 悦      吉 岡 支 所 長  佐 藤 幸 也 

 福島保育所長 （澤 田 勝 男） 

 教 育 長  丁子谷 雅 男      教育委員会教育次長兼学校教育グループ参事  出 羽 正 機 

 教育委員会生涯学習グループ参事  金 谷 栄一郎      学校給食センター所長  飯 田 富 雄 

 監 査 委 員  花 田 修 一      監査委員補助職員 （石 堂 一 志） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員 



 － 2 － 

 議会事務局長  石 堂 一 志      議会グループ総括主査  前 田 勝 広 

 議会グループ主事  澤 田 元 気      議会グループ書記  平 野 文 子 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         （開会 １０時００分） 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎開 会 ・ 開 議 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（平野隆雄） おはようございます。 

 ただいまから、平成２３年度福島町議会定例会

７月第２回会議を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に、福島町長職務代理者竹下副町

長より申し出がありますので、あいさつを行いま

す。 

 福島町長職務代理者竹下副町長。 

―――――――――――――――――――― 

◎福島町長職務代理者福島町副町長あいさつ 

 ―――――――――――――――――――― 

○福島町長職務代理者（竹下泰弘） おはよう

ございます。 

 平成２３年度福島町議会定例会７月第２回会議

の開催にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 まずは、大変お忙しい中ご出席をいただきまし

て、誠にありがとうございます。 

議長をはじめ、議員の皆様におかれましては、

今会議が任期中の最後の会議となると思いますが、

この間、福島町の振興発展のために多大なるご指

導、ご鞭撻をいただきましたことについて、心か

ら厚くお礼を申し上げます。 

議員各位におかれましては、再選を目指す方、

また、この機に勇退される方もおりますけれども、

今後とも町政発展にお力添えをいただきますよう、

よろしくお願いを申し上げます。 

 また、本日提出予定の案件はございませんが、

村田町長の動向についてご報告をさせていただき

ます。 

 ７月７日開催の定例会７月会議での報告の中で、

復帰予定を７月２０日頃を目途として治療を続け

てまいりましたが、当初の予定より若干治療が延

びております。去る７月２４日に主治医の許可を

いただきまして、海峡横綱ビーチオープン式に出

席し皆様にごあいさつを申し上げた状況からも、

現時点では７月２７日に治療を終えまして、２８

日に退院をして、８月１日に復帰したいと町長か

ら連絡を受けております。 

 以上で、報告にさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（平野隆雄） 福島町長職務代理者竹下

副町長のあいさつが終わりました。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（平野隆雄） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。 

 ４番木村隆議員、５番加藤雅行議員を指名いた

します。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎諸 般 の 報 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（平野隆雄） 日程第２ 諸般の報告を

行います。 

 議会運営委員会の報告を行います。 

 木村隆議会運営委員長。 

○４番（木村隆） 平成２３年度福島町議会定

例会７月第２回会議の開会にあたり、７月２１日

に開催いたしました議会運営委員会の協議結果に

ついて報告をいたします。 

 まず、議事日程はお手元に配布のとおりです。 

 審議日数につきましては、本日１日を予定いた

しました。 

 議事運営にご協力いただきますようお願い申し

上げまして、報告を終わります。 

○議長（平野隆雄） 議会運営委員会の報告を

終わります。 

 本日の議事は、ただいま木村隆議会運営委員長

から報告がありましたように進めてまいります。 

また、諸般の報告もすでに印刷のうえ、皆様の

お手元に配付のとおりでございますので、ご了承

願います。 

 次に、一部事務組合議会等の報告を行います。 

 まず、渡島廃棄物処理広域連合議会の報告を行

います。 
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 １１番金沢秀一副議長。 

○１１番（金沢秀一） 平成２３年７月１２日

に開催された、平成２３年第２回渡島廃棄物処理

広域連合議会臨時会の報告をいたします。 

 同意第１号、監査委員に斉藤勝議員を選任する

ことに同意いたしました。 

 議案関係資料は、議会事務局に保管しておりま

すので、ご参照ください。 

○議長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。 

―――――――――――――――― 

（休憩 １０時０５分） 

（再開 １０時０７分） 

―――――――――――――――― 

○議長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 次に、渡島西部広域事務組合議会の報告を行い

ます。 

 ６番杉村志朗議員。 

○６番（杉村志朗） ７月８日に開催されまし

た平成２３年第３回渡島西部広域事務組合議会臨

時会の報告をいたします。 

 議案第１号 松前消防署災害対応特殊水槽付消

防ポンプ自動車（Ⅱ型）購入契約の締結について、

原案どおり可決しております。 

 議案第２号 ごみ処理施設撤去工事請負契約の

締結について、原案どおり可決しております。 

 議案第３号 汚泥再生処理センター建設工事随

意契約の締結について、原案どおり可決しており

ます。 

 なお、関係資料は議会事務局に保管しておりま

すので、ご参照願います。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（平野隆雄） 以上で、諸般の報告を終

わります。 

 ―――――――――――――――――――― 

◎報告第３号 監査委員の監査の結果に 

関する報告について 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（平野隆雄） 日程第３ 報告第３号 

監査委員の監査の結果に関する報告についてを議

題といたします。 

 内容の説明を求めます。 

 花田代表監査委員。 

○代表監査委員（花田修一） おはようござい

ます。 

 平成２３年５月１９日付けで議会から地方自治

法第９８条第２項の規定に基づく監査請求が提出

され、その報告を求められておりますので、７月

２０日に議長、町及び教育委員会に報告書をあげ

ております。 

 報告の内容については、お手元の報告書にまと

めておりますが、記載内容の要点についてご説明

申し上げます。 

 請求のあった項目は、平成２２年度福島町一般

会計の事務用品の購入手続に関する事務で、１点

目は「事務用品の購入手続に関する事務の適正性

について」、２点目は「事務用品の購入方法を年

度途中で変更したことの妥当性について」の２点

であり、これについて５月２４日から７月１９日

までの１６日間、報告書の作成にあたりました。 

 作成にあたっては、総務グループ及び出納グル

ープから関係書類の提出を受け、また関係職員か

らも内容確認等のため事情聴取を行い、更には議

会グループからは３月３０日と４月１９日に開催

された総務教育常任委員会の「調査事件８ 事務

用品等の購入手続などの調査について」の「会議

次第・資料・会議録及び報告書」の提出を受け、

どのような内容の発言がなされ、どのような調査

をもって終了されたのかの確認を行いました。 

 更に、監査の必要性から地方自治法第１９９条

第８項の規定により、関係人に出頭を求め、町の

発注業務及び事務用品に関して町長からどのよう

な発言がなされたのかについての説明も受けたと

ころでございます。 

 監査の結果として、１点目の「事務用品の購入

手続に関する事務の適正性について」は、町の業

務・事務は条例規則等に基づき行われるべきもの

であり、会計規則の規定に従っていない事務処理

の方法は、理由の如何を問わず適正性に欠けるも

のとの判断に至ったところでございます。 
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 ２点目の「事務用品の購入方法を年度途中で変

更したことの妥当性について」は、長年にわたっ

て町内の業者から２０パーセントの値引き割合で

事務用品の購入をしてきたことは、経費の節減化、

また町内経済の活性化・育成化の観点から見ても、

双方ともに互恵的関係は充分にあったものと思わ

れます。 

 年度も１ヵ月半を残す２月半ばの時期に、突然

に事務用品に限ってのみ見積依頼を行い、安価と

いう理由で町内の業者から、年度内までという制

限は有りながらも購入に至った決断は、事務用品

以外の物も対象としたのであれば、経費の節減を

図る上での「ひとつの方策」と、まだ理解は出来

ますが、そのような動きも感じ取ることが出来ず、

妥当性がないものとの判断に至ったところでござ

います。 

 また、今回の監査対象に関連して、平成２３年

度の事務用品の購入方法を確認した内容も付記し

ておりますので、申し添えておきます。 

 以上、議会から請求を受けたことへの報告の要

点を述べましたが、詳細は別冊の資料に記載され

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（平野隆雄） 内容の説明が終わりまし

た。 

 質疑はございますか。 

 ５番加藤雅行議員。 

○５番（加藤雅行） この監査報告を理解する

のにあたって、まず先に色々な方々から事情聴取

をされている。そういう中で、私としては今理解

できないものですから、ここにいる人に限ってお

聞きしたいと思います。 

 ９ページの中段から下の方に、「今回の見積依

頼を行うにあたり」という件の中で、「既に一定

の節減に繋がっている」と。こういう聴取に対し

てお答えしているのは総務課長ですか。 

 それともう１点。次のページです。 

 特別職の同じような事情聴取に対して、「直接

的に町長から経費節減や町財政への言及はなかっ

た」という件が２回ほど出てくるんです。節減、

削減にあたっては、町長の指図がない限り担当課

としてやっていないんですか。これをまず先にお

答えしてもらいたいと思います。 

○議長（平野隆雄） 加藤議員に申し上げます。 

 自治法に則って、監査委員の報告書が２０日に

あがってきたわけです。そして、今日こうして報

告をしている。だから、その中身についての確認

程度であれば良いと判断しております。中の部分

で管理職とかの質問にはならないと判断しており

ます。 

 ５番加藤雅行議員。 

○５番（加藤雅行） それでは、今言ったこと

を削除するという問題ではなく、よく心に留めて

おいてください。こういうことが万善と行われる

のであれば、大変由々しき問題だと私は思ってい

ます。 

 次に監査委員にお聞きします。 

 今回の監査報告に関して言うならば、推量だと

かっていう文面が多いんです。そういう中で、監

査委員の職務というのはどうなっていますか。公

正公平に判断するのが監査委員ではないんですか。 

例えば、７ページです。関係者からの聴取があ

るんですけれども、その中で今回は２月１４日か

ら３月３１日までを議会から依頼されているはず

です。それをなぜ関連してという形で業者のコメ

ントを載せているのか。私はこういうのが理解で

きないです。 

 それと、結びを見てましても、こういう形の中

で行われるのにあたって、町長に対しての事情聴

取は考えられなかったのか。私はこれだけはっき

りさせないと、きちんと出来ないものに臨んだと

思っています。ですから、監査委員として当然関

係する人全てに聴取をするべきではなかったのか

と思うんですけれども、その点に関してまずお答

えしてもらいたい。 

○議長（平野隆雄） 花田代表監査委員。 

○代表監査委員（花田修一） 監査委員の職務

は議会、町、またはその他の執行機関、あるいは

外部の圧力等によって、何らの干渉を受けること

なく、特定のものや、集団に特定の利益、または

不利益を与えることなく、常に法令、条例、規則
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に従い、自らの判断と責任において、誠実かつ厳

正にその職務を執行するというのが基本的な職務

の義務でございます。 

 次に４月１日からの記載は、確かに議会の方か

らは「２２年度の」と限定されています。ただ、

話の行き掛かり上、当然関連性がありますので、

２３年度はどうなっていますかと聴きました。も

し、これが不味ければ削除もあるのでしょうが、

自分達の解釈としては関連性があるということで

記載しております。 

 それと関係者は業者の方、商工会役員の方、町

の職員。町長はこの時点では出来ませんでした。

それで職務代理者の竹下副町長にお訊ねしました。 

○議長（平野隆雄） ５番加藤雅行議員。 

○５番（加藤雅行） この監査報告は既にイン

ターネット上に配布されているんです。これが全

て出回っているんです。今の監査委員のお話を聞

くと、削除してもいいですというお話をしている

んです。これを見ていれば３月以降に別の業者の

方が入っているはずではないですか。そういう人

達の意見、考え方も聞かないんですか。なぜ、監

査委員がそういう形でやっているのか私は理解で

きないです。今このことに関しては説明を求めま

せん。ただ、今回の監査委員の報告が、今の言葉

の中にも出たとおり、町長がいなかったから職務

代理者に聞いたと。職務代理者は言った人ではな

いんですから言えないでしょう。なぜ、このよう

な結びになったのか。もう１人の監査委員にもお

聞きします。その点をどう捉えて、今回の結びま

で至ったのか。 

 それからもう１つ。おそらく２月に納品された

物に関して言えば、３月に例月監査しているはず

です。この例月監査の時、監査の対象になったこ

とをどのように監査したか。これだけは明らかに

出来るはずだと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平野隆雄） 川村監査委員。 

○２番（川村明雄） どのように監査をして、

どのように考えているかということですけれども、

先ほど監査委員の使命、責任は代表監査委員から

答弁したとおりでございます。先ほど、思慮とか

憶測というようなことを申し上げておりますけれ

ども、事情聴取をしまして、その中で出てきたそ

れぞれの答弁を要約して認めております。この件

については、文書として出る前に協議をしまして、

関係者も内容を充分了解されている事項だと解釈

してほしいと思います。そういう中で、監査委員

がある特定な憶測だとか、推測の範囲だけでやっ

ている報告ではございません。例え思慮するとい

う文言があっても、著しく事実を歪曲したり、隠

ぺいするような内容で使っている言葉ではござい

ませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、例月検査については確かに毎月、前

月分の一般会計も特別会計も全部支出調書を見ま

すから、町がどこに何がどれぐらい発注されたか

は分かるわけですけれども、確かにその段階では

著しく変調が見られたということだけは付帯して

おきたいと思います。 

なお、２３年度まで及ぶことになったのは、あ

くまでも今後の行財政の対策をきちんと取ってい

く中で、危惧する面として監査委員の方からも認

めました。従って、ここまで議会が要求していな

い内容で認めるのは不適切だと思われるのであれ

ば、ここの部分を削除ではなく、報告外のものと

理解していただければと思います。私どもは、あ

くまでも求められた２２年度分だけの件について

報告すればいいわけですけれども、条例規則があ

る以上、やはりそれに則った今後の対策を講じて

いくべきであるという指摘も付記させていただい

たということでございます。 

○議長（平野隆雄） 加藤議員、その程度でど

うでしょうか。 

５番加藤雅行議員。 

○５番（加藤雅行） 今の川村監査委員のお話

を聞いてまして、推量と書いてあるけれどもそう

思わないでくれとか、削除ではなく別な形で処理

してくれと。そういう監査はないです。ですから、

既に一定の節減に繋がっていたのが、更に２月の

入札の関係で相当の節減に繋がっているんです。

それをあなた方は３月の例月監査で違う名前の業

者が納入したのを、適当だと監査したのではない
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ですか。それが今になってから、その入札がどう

こう言うのであれば、私はもう１回例月監査をや

り直した方がよろしいのではないかと申し添えて、

議長の方からも止められておりますので終わりに

します。 

○議長（平野隆雄） ほかにございますか。 

 川村監査委員。 

○２番（川村明雄） 私はいかなる立場にあっ

ても公平公正を通してきたつもりであります。従

って、私は監査委員になってもこの考え方は変わ

らないでいるものと思っております。 

 ただ、思慮とか推量するということは、隠ぺい

するとか、逸脱するという範囲をかなり超えてい

るということではない。現実に近い範ちゅうを調

査しまして、色々意見を聴いた上で認めた文書で

ございます。先ほど全職員にも聴かれた方が良い

というお考えが出ました。しかし、行政との協議

で一般職員まで聴取は及ばせないでくれという中

で進めてまいりましたので、ご了解いただきたい

と思います。 

 なお、例月検査においては、どこの業者にいく

ら発注したかということまでは、我々はここは駄

目とか、良いと言うことは出来ません。適正に予

算が執行されて、予算の中で適正な請求、支出が

されていたかどうかという会計監査でありますの

で、それ以外の件については例月検査では及ばな

いと理解してください。それは間違いありません

ので、撤回いただきたいと思います。 

○議長（平野隆雄） ほかに。 

（「なし」という声あり） 

○議長（平野隆雄） 質疑なしと認め、以上で

報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

―――――――――――――――― 

（休憩 １０時３０分） 

（再開 １０時３０分） 

―――――――――――――――― 

○議長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎休 会 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（平野隆雄） 以上で、本７月第２回会

議に付議された案件の審議を全て終了いたしまし

た。 

よって、これで７月第２回会議を終了いたしま

す。 

 どうもご苦労様でした。 

 ―――――――――――――――――――― 

         （休会 １０時３０分） 
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